
許要件を満たした発明に対して特許権が付与さ

れる。この発明が着想され，特許出願，権利化

までのフェーズを権利化フェーズと言うことと

する。

また，特許に係る発明は，必要に応じて，出

願人によって実施される。さらに，特許権者は，

第三者に対して専用実施権や通常実施権を付与

したり，クロスライセンスで特許権を利用した

り，特許プールで特許権を利用したりする。こ

のフェーズを権利行使フェーズと言うこととす

る。

特許のライフサイクルは，特許の権利化まで

の権利化フェーズと特許権を行使する権利行使

フェーズに大きく分類される。この権利化フェ

ーズ，権利行使フェーズにおける一連の活動は，

高度な知的活動であるがために個人のスキルに

依存する活動であると，一般的に考えられてい

る。

しかし，特許ライフサイクルにおける高度知

的活動においても，定型的な活動や第三者に伝

達できるノウハウが多く含まれている。
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論　　説

特許工学と新しい特許価値評価ツールの提案

抄　録 本論文において，まず，特許工学の概要について述べる。特許工学とは，高度知的活動で
ある特許ライフサイクルにおける，一見，非定型な活動，および第三者への伝達が十分でないノウハ
ウを定型化する定型化活動，およびその成果物に関するものである。
次に，特許ライフサイクルを業務推進，管理，分析・評価の３つの観点から支援するツールである

CAPEツール（CAPEは，「Computer Aided Patent Engineering」の略）の概念について説明する。
さらに，CAPEツールの一つである特許明細書を解析することにより特許価値を算出する新しい観

点の特許価値算出ツール，および特許価値算出ツールの有効的な利用方法について論じる。
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発明が着想され，具現化された後，特許明細

書等の書面により特許出願される。そして，特

1．1 特許ライフサイクル

1 ．特許工学について
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熟練された技能や，高度で知的な個人のスキ

ルによって行われていた活動に対して，種々の

工夫により，その効率および品質を向上させた

学問領域について概観する。

第一に生産工学の歴史を概観する。生産工学

において，大量生産を行い，かつ高品質を担保

するための取り組みは，古くから行われていた。

たとえば，アメリカにおいて，製品の部品を共

通化する取り組みは1910年代に行われていた。

これは，自動車のフォードにおいてである。ま

た，設計における共通化も，自転車業界におい

ては，1890年代に行われていた。さらに，品質

の管理や改善も非常に古くから行われており，

1924年にベル研究所のシュワート氏が管理図を

用いた統計的な品質管理の考え方を示した。そ

の後，1940～50年代に統計的品質管理（SQC）

が急速に発達した１）。また，製品の機能・性能

を価格で割ったもので品質を測る価値工学

（VE）は，1947年に誕生している２）。これらの

取り組みは，従来の非定型作業，個人のスキル

に依存する活動を定型化し，製品の生産効率，

品質を向上させてきた歴史である。

第二にソフトウェア工学の歴史を概観する。

ソフトウェア工学の主要な目的の一つは，ソフ

トウェアの品質向上，ソフトウェア生産の効率

化を図ることである。そのために，多数の研究

者や実務家がさまざまな角度で30年以上にわた

ってソフトウェアを研究してきた。その第一の

成果として，ソフトウェアの生産プロセスのモ

デル化がある。プロセスのモデル化の例として，

たとえば，ソフトウェアの生産工程を上流から

下流に分割し，工程ごとに適切なドキュメント

を残し，後戻りのないソフトウェア開発が可能

であるとするウォーターフォールモデルがある
３）。ウォーターフォールモデルの導入により，

ソフトウェアの生産効率が高まり，品質が向上

1．2 他の学問領域における成果
した。また，ウォーターフォールモデルを改良

した幾つかのプロセスモデルも登場してきてお

り，ソフトウェア生産技術の向上に役立ってい

る。

また，ソフトウェア工学の第二の成果として，

プログラミング言語の高度化がある。プログラ

ム言語は，機械語，アセンブラ，C言語，

JAVA（サン・マイクロシステムズ・インコー

ポレーテッド社の登録商標）等と高級言語化し

てきている。プログラム言語の高級言語化は，

開発工数の大幅な削減，プログラム品質の向上

に大きく寄与してきた。

さらに，ソフトウェア工学の第三の成果とし

て，プロジェクト管理技術がある。プロジェク

ト管理技術には，工数見積もり手法や，グルー

プで行うソフトウェア開発を支援するグループ

ウェアの活用技術などがある。これらのプロジ

ェクト管理技術により，リスクに対応できるソ

フトウェア開発が可能になった。

以上，生産工学やソフトウェア工学において，

一見，非定型な作業を定型的な作業に置き換え

るモデル化を行った結果，高度な製品（ハード

ウェア製品やソフトウェア）を生産できるよう

になった。一面的ではあるが，生産工学やソフ

トウェア工学は，非定型な作業を定型化作業に

することである，と言える。ハードウェア製品

の生産やソフトウェアの生産における活動と，

特許ライフサイクルにおける活動は異なる面も

多いが，知的作業であること，従来は職人的性

格が強い活動であったことなど，類似する面も

多々ある。

特許工学は，高度知的活動である特許ライフ

サイクルにおける，一見，非定型な活動，およ

び第三者への伝達が十分でないノウハウを定型

化する定型化活動，およびその成果物に関する

ものである４）。

1．3 特許工学の概要

158 知　財　管　理　Vol. 55 No. 2 2005

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



また，現在，特許工学の研究領域は，以下の

３つの領域であると考える。第一の領域は，

「方法論」である。本領域は，非定型作業とし

て効率化が十分図られていない作業，および第

三者への伝達が十分でないノウハウを分析，昇

華して，第三者に客観的に伝達できる方法論を

構成する領域である。方法論は，特許ライフサ

イクルを構成するフェーズ毎，および切り口

（業務推進，管理，人材育成など）毎に構築さ

れるべきである。

第二の領域は，「ツール」である。本領域は，

方法論化した各フェーズの業務，管理および成

果物評価を支援するツールを構築する領域であ

る。ツールについて，一つのフェーズ，一つの

切り口をサポートする単体ツール，複数のフェ

ーズ等をサポートする複合ツール，複数のフェ

ーズ等を有機的に連携させる態様でサポートす

る統合ツールと発展させていける。

第三の領域は，「教育」である。本領域は，

方法論およびツールに関する教育研究の領域で

ある。他の学問領域を見渡しても，方法論やツ

ールの普及は容易ではない。また，先人の知恵

を効果的に学んだ知財人が多数輩出されること

が，知財業界の発展，知財立国の実現，および

公共の福祉のために重要である。そのためには，

知財教育は極めて重要である。

特許工学の３領域である「方法論」「ツール」

「教育」のレベルを高め，普及を図ることによ

り，特許工学のレベルが向上し，その結果，特

許ライフサイクルの各フェーズの業務効率，お

よび品質が向上する（図１参照）。

現在，特許ライフサイクルの所定のフェーズ

をコンピュータにより支援するツールが，市場

に多く出ている。それらを分類すると，大きく

３つに分類できる。一つ目は，特許ライフサイ

クルの所定のフェーズにおける業務の推進支援

を行う業務推進系ツールである。二つ目は，各

フェーズにおける成果物や中間成果物等（例え

ば，特許明細書や特許情報）の管理を行う管理系

ツールである。三つ目は，成果物や業務を分析

したり，評価したりする分析・評価系ツールで

ある。これらの特許ライフサイクルの所定のフ

ェーズをコンピュータにより支援するツールを，

CAPE（Computer Aided Patent Engineering）

ツールと言うこととする。現在，市場で一般的

に見られる，主として，単体のツールの集合を，

総合してCAPEツールと呼んで，体系化するこ

とにより，今後のより高度なツール連携や，ト

ータルな特許ライフサイクル支援を期待するも

のである。

そして，図２に，CAPEツールに属するツー

2．1 特許工学支援ツール（CAPEツール）
について

2 ． CAPEツールの概念
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ルがサポートしている，または今後サポートで

きると考えられる領域とツールについて示す。

図２において，横軸は特許ライフサイクルのフ

ェーズであり，縦軸はツールの種類である。な

お，図２において，実線の矩形で囲まれている

ツールが，現在，市場に出ているツールであり，

破線で囲まれているツールが，市場において確

認できておらず，今後，開発可能であると考え

るツールである。

以下に，図２における各ツールの概要につい

て，ツールの種類別に，かつツールが支援する

フェーズごとに，簡単に説明する。

（1）業務推進系ツール

１）戦略立案フェーズ

特許群を構築して，自社のビジネスを有利に

展開するために，特許出願の戦略を立てること

が行われている。この特許出願の戦略を立てる

フェーズを戦略立案フェーズという。戦略立案

フェーズの業務推進を支援するツールとして，

2．2 各CAPEツールについて

特許検索ツール，特許マップ作成支援ツールが

ある。通常，特許検索ツールを用いて，出願す

る技術領域における，他社，自社の既出願の特

許を抽出し，特許マップ作成支援ツールにより

他社，自社の出願状況を視覚化する。そして，

重点的に出願する技術テーマや出願体制などを

決定することにより，出願戦略を立案する。

２）発明構築フェーズ

発明構築を支援するツールとして，発想支援

ツールや発明支援ツールがある。発想支援ツー

ルは，KJ法などの発想方法論を支援するツー

ルや，グループによる発想支援ツールや，発想

を記載したカードをグループ化してアイデアを

整理するツールなどがある。

発明を支援するツールとして，TRIZ５）とい

う発明を支援する方法論をサポートするツール

がある。TRIZは，ロシア人のゲンリッヒ・ア

ルツシューラー氏が理論体系化したものであ

り，1946年に土台が作られ，日本の産業界にお

いても利用されるようになってきた。TRIZは，

多数の発明原理，思考展開のパターン，機能と

効果の辞書を用いて，課題の解決のための手段
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を提供する方法論である。

３）特許調査フェーズ

特許調査フェーズの業務を推進するツールと

して，特許検索ツール，特許マップ作成支援ツ

ールがある。特許調査を行うことにより，先の

フェーズで構築した発明の範囲が縮小された

り，発明が変更されたりする。

４）特許明細書作成フェーズ

特許明細書作成の業務を支援するツールとし

て，特許明細書作成支援ツールがある。特許明

細書作成支援ツールとして，段落番号を振るよ

うな事務的な業務の支援を行うツール，符号の

説明や要約を自動生成するような機能を有する

ツールなど，多数のツールが存在する。ただし，

特許明細書作成の業務の効率を大幅に向上させ

るツールは見当たらない。特許明細書のような

一品毎に異なる対象物の製造を支援するツール

の宿命であるが，汎用的な機能だけでは大幅な

作業効率の向上が期待できず，特化すれば支援

範囲は広がるが市場が小さくなるので，市場に

登場しにくい。特許明細書をさらに構造化，標

準化できれば，作業効率を大幅に上げる特許明

細書作成支援ツールも登場するのではないかと

考える。

５）出願処理フェーズ

出願処理フェーズの業務を支援するツールと

して，テキストファイルを出願フォーマットの

ファイル（HTMLファイルなど）に変換し，

特許庁のサーバに送信するツール（例えば，パ

ソコン出願Ⅲ６））がある。このようなツールは，

電子出願制度のためには必須のツールである。

６）中間処理フェーズ

出願人は，特許庁からの拒絶理由通知に対し

て，意見書や補正書を提出し，権利化を図ろう

とする。また，無効審判の請求に対して，答弁

書を提出して，権利を守ろうとする。このよう

な意見書，補正書，答弁書において，定型的な

箇所も存在するので，意見書等の作成をツール

で支援することは可能であると考える。

７）権利維持フェーズ

多数の権利を保有していると，その年金の額

だけでも相当な額になる。そこで，多数の権利

を保有する権利者において，利用しない権利を

放棄する方向であることは間違いない。また，

権利者において，権利化されている特許情報を

管理していると思われるが，入力段階での情報

の信頼性，情報の陳腐化，発明者・知財担当者

の人事異動などの課題により，現実は，権利放

棄の作業は上手く遂行されていない場合が多い

と考えられる。権利を維持すべきか否かは，非

常に難しい問題だからである。

したがって，放棄すべき権利を抽出して，提

案するようなツール（権利放棄支援ツール）が

あれば，非常に有益である。権利価値を評価す

るツールが権利放棄支援ツールの元になるので

はないかと考える。

８）権利無効化フェーズ

第三者の権利を無効にしたい場合に，特許だ

けではなく，広く文献を調査することが行われ

ている。したがって，権利無効化フェーズの業

務を推進するために，特許検索ツールと文献検

索ツールが利用できる。

９）権利行使フェーズ

権利行使の態様として，単一の権利の一方向

のライセンス，１以上の権利を包括的にライセ

ンスし合うクロスライセンス，特許プールなど

がある。このような権利行使を行う場合，契約

書の作成が必要となる。この契約書を作成する

作業は，ある程度定型化，パターン化できると

考える。したがって，契約書作成を支援するよ

うなライセンス支援ツールの構築は可能であろ

う。

（2）管理系ツール

１）特許明細書作成フェーズ

特許明細書作成フェーズにおける管理系ツー
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ルとして，発明者が発明してから出願するまで

の情報，特許事務所が出願案件の依頼を受けて

から出願するまでの情報を管理するツール（案

件管理ツール）が有用である。案件管理ツール

は，以下で述べる特許管理ツールと一体化して

いるものもある。

２）出願処理フェーズから権利維持フェーズ

出願処理フェーズから権利維持フェーズを支

援する管理ツールとして，特許管理ツールと包

袋管理ツールがある。特許管理ツールは，特許

に関する書誌的な情報，各種期限などの情報を

管理するツールである。包袋管理ツールは，願

書，特許明細書，特許請求の範囲，拒絶理由通

知書など，特許庁に提出する書類，特許庁から

送付される書類を管理するツールである。特許

管理機能と包袋管理機能が一体化されたツール

もある。また，特許管理ツールの中には，願書

作成を支援したり，審査請求書の作成を支援し

たりする等，業務推進に役立つ機能を有するツ

ールも存在する。

３）権利行使フェーズ

ライセンスに関する情報を管理するライセン

ス管理ツールも構築すれば有用である。ライセ

ンス事項が即座に検索できるからである。

（3）分析・評価系ツール

１）戦略立案フェーズ

出願されている特許群，権利化されている特

許群を分析，評価することは，戦略立案のため

に，極めて有効である。特許群からパテントポ

ートフォリオを自動的に出力できるツール７）

や，以下に述べるヒート・マップなど，特許群

の技術的分類を自動的に行えるツール８）がある。

２）特許明細書作成フェーズ

特許明細書作成フェーズでは，以下に述べる

特許明細書の品質評価ツールや特許明細書分析

ツールが利用できる。明細書品質評価ツールは，

特許明細書を解析し，その品質を特性毎に定量

的に出力する。詳細は後述する。特許明細書分

析ツールは，まだ研究段階であると思われるが，

特許請求項を解析し，構成要素間の関係を図的

に出力したり９），請求項の従属関係をツリー図

で出力したりできるものがある。

３）権利行使フェーズ

権利行使フェーズにおいて，特許価値評価ツ

ールや特許分析ツールは利用できる。特許価値

評価ツールはライセンスの意思決定やライセン

ス料の決定等に利用できる。また，特許分析ツ

ールも，ライセンスの意思決定等に利用できる。

特許価値評価ツールの詳細について，後述す

る。

2002年３月に日本弁理士会が「知的財産権評

価のニーズ調査報告書」をまとめた10）。この報

告書において，知的財産権の価値評価の評価側

面がまとめられている。本報告書において，知

的財産権の価値評価の側面として，１）技術的

価値評価，２）法的価値評価，３）経済的価値

評価，の３つの側面があることが示されている。

一方，現在，提唱され利用されている特許価

値評価の方法として，キャッシュ・フロー法，

モンテカルロ法，オークション法などがある11）。

しかし，上記の評価方法は，金融工学を用い

た手法であり，経済的価値評価に偏っていた。

具体的には，上記評価方法は，特許権の権利範

囲を確定する特許請求の範囲や特許明細書につ

いて考慮しておらず，技術的価値評価および法

的価値評価の側面の評価ができていない。

一方，発明の展開が不十分であったり，特許

明細書の記載が不十分であるためにライセンス

等で有効に利用できない特許発明が存在する。

3．1 既存の特許価値評価ツール

3 ．特許価値評価ツール
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特許価値を算出するために，特許明細書の品

質を考慮することが必要であることは，特許権

の構築過程を見れば明らかである。

また，特許明細書は品質が重要である，とよ

く言われる。しかし，品質の高い特許明細書が

どのような特許明細書であるかは，難しい問題

である。特に，特許明細書の品質を定量的に評

価することは極めて難しい，と言える。

一方，定量的な評価が困難な対象を評価する

ために，一般的に，対象を評価できる単位の特

性に分けることが種々の学術・ビジネス分野で

行われている。たとえば，コンピュータのユー

ザインターフェイスを評価する場合に，ユーザ

インターフェイスを複数の特性（使いやすさを

示す使用性，変更のしやすさを示すカスタマイ

ズ性など）に分けて，特性ごとに評価する方法

がある。また，コンピュータソフトウェアの品

質も，コンピュータソフトウェアの特性ごと

（複雑度，モジュール結合度など）に計測され

ることが行われている12）。さらに，企業におけ

る人事評価において，人の特性（独創性，業務

推進性，協調性など）ごとに評価する場合も多

い。このような概念と同様に，特許明細書の品

質を特性に分けた例を図３に示す。

特許明細書には，権利書としての役割と，文

献としての役割がある13）。したがって，特許明

細書品質特性を，権利書としての特性である権

利特性と，文献としての特性である文献特性に

分けた。広く強い権利を欲する特許出願人にと

っては，権利特性が極めて重要である。

また，権利特性を細分化すれば，発明本質抽

出性，発明展開性，強靭性，および実施可能担

保性に分けられる。発明本質抽出性は，発明の

本質が抽出できているか否かを示す特性であ

る。発明展開性は，アイデアが種々の観点から

考察され，十分に展開できているか否かを示す

3．2 特許明細書品質特性

特性である。強靭性は，特許を受けようとする

発明が主として特許法第29条違反により拒絶や

無効にならないことを示す特性である。実施可

能担保性は，特許明細書が実施可能に記載され

ているか否かを示す特性である。

さらに，文献特性は，明瞭性と論理性に分け

られる。明瞭性は，特許明細書が明瞭に記載さ

れているか否かを示す特性である。論理性は，

特許明細書が矛盾なく論理的に記載されている

か否かを示す特性である。

弁理士は，法律および技術を学び，発明者か

らの技術開示を受け，特許明細書の作成作業に

おいて，上記の特性を向上させる作業を行って

いると言える。

（1）各特許明細書品質特性の算出

以下，コンピュータによる特許明細書品質特

性の自動算出の方法について考察する。コンピ

ュータによって可能であることは，書類「特許

請求の範囲」，「明細書」，「要約書」などの成果

物を形態素解析し，抽出される値（「パテント

メトリクス」という。）から，所定の演算を行

3．3 品質特性に基づく特許価値評価
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って，各特性の値を算出することである。この

ような機械的な算出方法で特許明細書品質特性

を算出した場合，実態と離れていることも多い

と予測される。しかし，例えば，技術分野が同

じである一企業の多数の出願と，他の企業の多

数の出願を比較した場合に，どちらの企業がう

まく特許出願を行っているか（各特性の値が高

いか）などの傾向，つまり企業の特許力は浮か

び上がるのではないかと考える。なお，パテン

トメトリクスとは，特許の評価尺度であり，以

下の f1から f4のパラメータが，その例である。

（2）発明本質抽出性

発明本質抽出性は，一の発明の広さを示す指

標である。一般に，広い請求項は，発明を構成

する構成要素の数が少ない。また，広い請求項

は，不要な限定となる用語が記載されていない

ので，相対的に請求項の文字数や文節数等は少

ない。したがって，発明本質抽出性は以下のよ

うに算出され得る。

発明本質抽出性＝ f1（構成要素数，文節数，

文字数）

つまり，発明本質抽出性は，書類「特許請求

の範囲」を形態素解析して，構成要素数，文節

数，文字数などの値のうち，１以上の値を取得

し，かかる１以上の値から算出が可能である。

また，構成要素数，文節数，文字数のうち，ど

の値を用い，各値にどのような重み付けを行い，

関数 f1を決定するかは，技術分野より異なるべ

きであると考える。

（3）発明展開性

発明展開性は，発明を十分に膨らませている

か否かを示す指標である。発明展開として，縦

方向の発明展開と横方向の発明展開がある。縦

方向の発明展開とは，発明を上位概念化するこ

と，および下位概念化することである。横方向

の発明展開とは，例えば，コアの技術を発明し

た場合に，その技術を使用する装置などを考案

することである。

一般的に，請求項の数が多いほど，また，特

許請求の範囲に多数の発明のカテゴリー（装置，

方法，媒体，プログラム）の請求項が存在する

ほど，また，特許請求の範囲の従属関係の木構

造の深さ（以下，「ネストレベル」という。）が

深いほど，発明が十分に展開されている。発明

のカテゴリーが多いものは横展開がなされてい

る。特許請求の範囲の従属関係のネストレベル

が深いものは，多層的にアイデアが整理され，

縦展開がなされている。したがって，発明展開

性は以下のように算出され得る。

発明展開性＝f2（請求項数，発明カテゴリー

数，ネストレベル）

つまり，発明展開性は，書類「特許請求の範

囲」を形態素解析して，請求項数，発明カテゴ

リー数，ネストレベルなどの値のうち，１以上

の値を取得し，かかる１以上の値から算出が可

能である。また，請求項数，発明カテゴリー数，

ネストレベルのうち，どの値を用い，各値にど

のような重み付けを行い，関数 f2を決定するか

は，技術分野より異なるべきであると考える。

（4）強靭性

強靭性は，特許を受けようとする発明が主と

して特許法第29条違反により拒絶や無効になら

ないことを示す特性である。言い換えれば，十

分，先行技術調査が行われた上で特許出願され

ているか否かを示す特性である。一般的に，明

細書の背景技術において記載されている特許文

献数，非特許文献数と，先行技術調査の質は密

接に関係していると考えられる。したがって，

強靭性は以下のように算出され得る。

強靭性＝ f3（明細書中の特許文献数，明細書

中の非特許文献数）

つまり，強靭性は，書類「明細書」を形態素

解析して，特許文献数等を取得し，かかる値か

164 知　財　管　理　Vol. 55 No. 2 2005

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



ら算出が可能である。いかに関数 f3を決定する

かは，技術分野より異なるべきであると考える。

なお，特許庁に提出する書類以外の書類である

特許調査書などが存在すれば，調査母数や特許

調査の検索式（IPCやFタームなどのコードが

利用されているか否かなど）を評価することに

より，より精度の高い強靭性が出力され得る。

（5）実施可能担保性

実施可能担保性は，特許明細書が実施可能に

記載されているか否かを示す特性である。発明

の実施の形態または実施例の記載が薄く，特許

請求の範囲における記載の語順を変更した程度

の記載しかない発明の実施の形態を目にするこ

とがある。このような場合は，実施可能性が担

保されているかどうかは疑問である。

発明の内容や技術分野によって異なると思わ

れるが，書類「特許請求の範囲」と書類「明細

書」中の「発明の実施の形態または実施例」の

記載量の比は一定値以上であるべきであると思

われる。したがって，実施可能担保性は以下の

ように算出され得る。

実施可能担保性＝f4（特許請求の範囲の文字

数，発明の実施の形態の文字数）

なお，例えば，ソフトウェア分野の特許明細

書において，特許請求の範囲の代表的なカテゴ

リー（例えば，装置クレーム）の請求項全体の

文字数に対して，発明の実施の形態の文字数は，

通常，５倍以上にならねばならない，と考える。

発明は，発明特定事項の集合として規定できる

ので，ブロック図は必要である。また，ソフト

ウェアとは，アルゴリズムとデータ構造である

ので，フローチャートとデータ構造図は必要で

ある。また，ソフトウェアは，コンピュータに

読み込まれることにより，ソフトウェアとハー

ドウェア資源とが協働した具体的手段によっ

て，使用目的に応じた情報の演算，または加工

を実現することにより，使用目的に応じた特有

の情報処理装置（機械），またはその動作方法

が構築されなければならない14）ので，ハードウ

ェア構成図は，一般的に必要である。さらに，

ソフトウェアの処理結果は，通常，出力される

ので，画面遷移図等は必要である。

したがって，ソフトウェア分野において，①

ブロック図，②フローチャート，③データ構造

図，④画面遷移図，⑤ハードウェア構成図が記

載されて，実施可能である，または十分に発明

が説明できたと言える。つまり，特許請求の範

囲に記載した発明を，５つの観点で記載するの

である。また，それぞれの観点において，特許

請求の範囲の記載量を上回ることが多い。なお，

関数 f4のパラメータは，技術分野より異なるべ

きであると考える。

（6）明瞭性および論理性

明瞭性は，特許明細書が明瞭に記載されてい

るか否かを示す特性である。論理性は，特許明

細書が矛盾なく論理的に記載されているか否か

を示す特性である。かかる特性は，特許明細書

等の意味解釈により，はじめて算出が可能であ

り，コンピュータによる形態素解析だけで算出

することは困難であると考える。ただし，シス

テムが必要な用語辞書，概念辞書などを保持す

ることにより，明瞭性および論理性の自動算出

の可能性はあると考える。

（7）特許明細書品質の算出

さらに，特許明細書の品質特性ごとの重み付

けを行い，特許明細書品質を定量的に算出する

ことには意義がある。特許明細書品質の定量的

数値は，知財教育や，特許価値評価など，利用

価値が高いと考える。

特許明細書品質の算出式は，以下のようにな

る。

特許明細書品質＝a1×発明本質抽出性値＋

a2×発明展開性値＋a3×強靭性値＋・・
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なお，a1，a2，a3・・・・，anはパラメータ

であり，技術分野等により決定される値であ

る。

上述した特許明細書品質は，特許価値を算定

する場合の一つの観点であることは間違いな

い。特許明細書の出来具合により，ライセンス

する特許の価値が変わってくることは異論のな

いところだからである。

そこで，今回，１以上の特許明細書を形態素

解析することにより，特許価値評価を算出する

ツールを開発した。本ツールは，上述した複数

の特性値を算出し，その複数の特性値から特許

価値を算出するツールである。算出した結果を，

市販のグラフツールに渡すことにより，図４に

示すようなレーザーチャート等の出力を得るこ

とができる。図４（a）は，各社の評価対象特許

の４つの特性値（100が最大値となるように正

規化した値）の出力であり，図４（b）は，特性

値の算出に利用した元になる値であるパテント

メトリクス（100が最大値となるように正規化

3．4 特許価値評価ツールの概要

した値）の出力である。

図４のレーザーチャートは，仮想的な４社の

同一の技術分野の所定数の登録特許を評価した

結果である。このように，グラフにより評価対

象の特許価値を視覚的に示すことができる。図

４によれば，C社は，他社よりも各特性値が高

く，高い価値の特許を保有しており，優れた特

許活動が行われていると見ることができる。

上述したように，知的財産権の価値評価の側

面として，１）技術的価値評価，２）法的価値

評価，３）経済的価値評価，の３つの側面があ

る。

本特許価値評価ツールは，権利対象である特

許明細書を解析することにより特許価値を算出

するツールである。したがって，本ツールは，

上記の価値評価の側面のうち，技術的価値評価，

および法的価値評価に対して貢献できるツール

である。

一方，pl－x15）等の既存の特許価値評価ツー

ルは，対象特許を分析して評価するのではなく，

3．5 特許価値評価ツールの位置づけ
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価値評価の側面のうち，経済的価値評価を行う

ツールである。

今後，特許価値評価の精度を高めるために，

上記報告にまとめられた３方向からの評価を行

い，組み合わせることが必要である，と考える。

したがって，本特許価値評価ツールは，既存の

特許価値評価ツールを補完するものであり，上

記３つの側面での価値評価結果を融合し，精度

の高い価値評価を行える環境を構築することが

重要であると考える。

クロスライセンスやM＆Aを行う場合，ある

企業が保有している多数の特許権の価値を評価

することが必要となる。現在，このような場合，

代表的な特許権を選択し，一部を評価するなど

の現実的な対応で，特許群の価値を評価してい

るのではないかと考える。

しかし，例えば，ごく一部の特許権の価値を

4．1 特許群の価値評価について

4 ．特許群の価値評価

評価して，数千件，数万件の特許権のクロスラ

イセンスを行っても良いのであろうか？

特許を生み出した社員（発明者や知財担当者

等）の努力，権利取得に費やした費用を考えれ

ば，適切な行動であるとは思えない。

一方，本論文で述べる特許価値評価ツールは，

このような群の特許を評価するのに適してい

る。本ツールを用いた価値評価は，特許権を取

得するまでの作業の方向性に合致しており，か

つ公平性が担保できるからである。

クロスライセンスを行う企業は，複数の技術

領域でビジネスを行う大企業が多い。また，現

在，市販されている商品は，多数の技術領域の

技術が集まった複合技術商品である。そして，

技術領域ごとに，技術価値や市場性は異なると

思われる。花形の技術領域は，衰退期の技術領

域よりも技術的な価値が一般的に高く，市場性

も大きい。また，一の商品の中でも，商品を支

える主力技術と，付加技術が存在する。

4．2 テクノロジー・ヒートマップ

167知　財　管　理　Vol. 55 No. 2 2005

定着 

  樹脂 

方法 

  

静電 

 担持体 

 補正 

 
 ﾄ 

 
 ﾄ 

精度  黒 
帯電 

帯電器 露光 

  

温度 

タンデム型 

マゼンダ 

回転 
速度 

光 

光 

クリーニング 

図５　テクノロジー・ヒートマップの例
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特許を解析し，特許の技術領域ごとに区分さ

れた形でマップ表示する分析方法として，野村

総合研究所の「テクノロジー・ヒートマップ」

がある（図５参照）８）。コンピュータ処理によ

りテクノロジー・ヒートマップを自動的に構成

するツールが開発されている。本ツールは，複

数の技術領域（技術用語）毎に属する特許数の

多少を色で識別することにより，技術領域毎の

特許数をサーモグラフィーにより視覚的に表示

するツールである。なお，図５のテクノロジ

ー・ヒートマップは，プリンタ技術に関するあ

る企業の特許を分析した結果である。

特許群の価値を評価する際に，上述した特許

明細書品質特性に基づく特許価値評価ツールに

よる特許価値分析（ミクロ分析）とテクノロジ

ー・ヒートマップ分析（マクロ分析）を融合す

ることを提案する。特許明細書品質特性に基づ

く特許価値分析は，特許の内容を精査すること

による分析であるのでミクロ分析という。一方，

特許を技術領域ごとに分類する分析をマクロ分

析という。

本融合分析における第一ステップとして，評

価対象の特許の特許明細書・特許請求の範囲を

テクノロジー・ヒートマップ分析にかけ，特許

を技術領域（R0，R1，・・・，Rn）に分類する

（マクロ分析を行う）。そして，技術領域（R0，

R1，・・・，Rn）ごとの点数である技術領域点

（r0，r1，・・・，rn）を考察する。技術領域点

（r 0，r 1，・・・，r n）は，技術領域（R0，

R1，・・・，Rn）の一般的な経済的および技術

的価値を示すものであり，重要な技術領域ほど

点数が大きい。技術領域点は，特許の外部環境

である技術領域の価値であるので外部価値とい

うこととする。

そして，第二ステップで各特許の内部の価値

（特許明細書の価値）である内部価値を，ミク

4．3 マクロ分析とミクロ分析の融合

ロ分析により算出する。

最後に，第三ステップとして，ミクロ分析に

より算出した内部価値に対して，外部価値を乗

じて，一の特許の適正な特許価値を算出し，す

べての対象特許の適正特許価値の和を得ること

により，特許群の価値（S）を算出する。特許群

価値（S）の算出方法は，以下のようになる。

特許価値（VX）＝外部価値（rX）×内部価値

内部価値＝a1×発明本質抽出性値＋a2×発明

展開性値＋a3×強靭性値＋・・

ミクロ分析とマクロ分析を組み合わせて特許

価値を算出すれば，１）技術的価値評価，２）

法的価値評価，３）経済的価値評価，の３つの

側面から総合的に特許価値を算出することにな

る。つまり，ミクロ分析は技術的価値評価，法

的価値評価の側面をカバーし，マクロ分析は技

術的価値評価，経済的価値評価の側面をカバー

する。

また，ミクロ分析，マクロ分析ともにツール

により自動化できるので，特許群の価値を概ね

自動的に算出できる。クロスライセンスやM＆

Aなど，特許群の価値を算出する必要がある場

合に極めて有効である，と考える。

本論文において，特許工学の概要，特許工学

を構成する要素であるツール（CAPEツール），

CAPEツールの一つである特許明細書を解析す

ることにより，特許価値を算出する特許価値算

出ツール，そして，特許価値算出ツールの有効

的な利用方法について論じた。本特許価値算出

ツールは，主として特許工学のアプローチによ

り，技術的，法律的，経済的価値の３側面から

特許価値を算出する方法を提案するものであ

る。

5 ．おわりに

特許群価値（S）＝Σ
x＝n

VX（n：評価対象特許数）
x＝1
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しかし，ここで述べた特許価値算出ツールは，

金融工学的なアプローチにより，主として経済

的価値の側面から特許価値を算出する既存ツー

ルを否定するものではない。金融工学的アプロ

ーチと特許工学的アプローチが融合することに

より，さらに精度高く，かつ効率的に特許価値

が算出できると考える。

今後，本論文で提案した特許価値算出ツール

を用いて，実際に特許群の価値評価を行い，ツ

ールを評価するとともに，算出式，パラメータ

を確立していきたい。

また，まだまだ発展途上にある特許工学を進

展させ，知財立国，産業発展に貢献できればと

考える次第である。
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